
庁 議
日時：１月２１日（水）AＭ９：００～ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

1. 太田市事務分掌条例の一部改正について 企画部長

2. 太田市副市長の定数を定める条例の一部改正について 企画部長

3. 太田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一 企画部部長

部改正について

4. 太田市行政手続条例の一部改正について 総務部長

5. 太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 文化スポーツ部長

例の一部改正について

6. 太田市保育士修学資金貸付条例の一部改正について 福祉こども部長

7. 太田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条 福祉こども部長

例の一部改正について

8. 太田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の 福祉こども部長

制定について

9. 太田市保健センター条例の一部改正について 健康医療部長

10. 市道路線の廃止及び認定について 都市政策部長

11. 太田市火災予防条例の一部改正について 消防長

【連絡事項】

1. 令和８年度組織機構について 企画部長

2. 令和７年度版 太田市の公共施設の現状について 企画部長

3. 「おおたタウンミーティング ～新年度予算と太田の未来～」につ 地域振興部長

いて

4. 令和７年度環境白書について 産業環境部長

5. 太田市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】の令和６年度実績に 産業環境部長

ついて

【その他】

1. ３月定例会日程表等について 議会事務局長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆次回庁議予定◆ ２月４日（水）AＭ９:００～ ＜庁議室＞ ・案件名報告：１月２３日（金）PM5:00
・資 料 提 出：１月２８日（水）PM5:00



１月２１日 庁議提出案件            資料No.１   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             企画部長 氏名 中村 友精  内線（TEL）２２００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市事務分掌条例の一部改正について 

【 目 的 】 

令和８年度組織改正に伴い、部等の分掌する事務について定めた太田市事務分掌条例の

一部を改めるものです。 

【 概 要 】 

１．改正内容 

⑴ 第１条（設置） 

現行 改正後 

⑴ 企画部 

⑴ おおた未来戦略部 

⑵ デジタル戦略部 

⑵ 第２条（事務の分掌） 

現行 改正後 

⑵ 企画部 

 ウ 行政改革に関する事項 

 オ 情報政策に関する事項 

⑵ おおた未来戦略部 

 ウ 行政経営に関する事項 

（削る） 

（新設） 
⑶ デジタル戦略部 

 ア 情報政策に関する事項 

２．施行期日 

令和８年４月１日 

３．そ の 他 

令和８年３月定例会に提案予定 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線2244 47－1811 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２１日 庁議提出案件            資料No.２  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 中村 友精  内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市副市長の定数を定める条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

行政需要の多様化、複雑化の対応及び未来型産業都市構想の実現に向けて、マネジメント

の強化が必要であるため、副市長の定数を改正するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容  副市長の定数を２名とします。 

 

２ 施行期日  令和８年４月１日 

 

３ そ の 他  令和８年３月定例会に議案提出予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 人事課 人事係 内線 ２２３１ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月 ２１日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部部長 氏名 矢羽 賢一 内線（TEL）２２０３

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正について

【 目 的 】

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の改正を踏まえ、条例名を「太田市情

報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」に改めるほか、所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 主な改正内容

（１）手数料の電子納付（第３条第５項）

個別の条例及び規則で納付書をもって納入することとされている手数料の電子納付を

可能とする。

（２）申請手続の部分的なオンライン化（第３条第６項）

申請手続の一部について、オンライン化を可能とする。ただし、対面での本人確認や

原本確認が必要な書面等については、オンライン化によらないことができる。

（３）処分手続の部分的なオンライン化（第４条第５項）

処分手続の一部について、オンライン化を可能とする。ただし、対面での本人確認や

原本を交付する必要があるものについては、オンライン化によらないことができる。

（４）オンライン化の適用除外（第７条）

申請事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要がある手続等について、オ

ンライン化の対象から除外する。

（５）申請書の添付書類の省略（第８条）

令和８年度から順次利用が開始されるデジタル庁が所管する「法人ベース・レジスト

リ」等を利用して市が登記情報を直接参照することにより申請書への登記事項証明書が

不要となるため、その添付の省略を可能とする。

（６）情報通信の技術の利用に関する状況の公表（第１０条）

公表の時期を「少なくとも毎年度１回」から「随時」に変更する。

２ 施行期日 公布の日

３ その他 令和８年３月定例会に議案を上程する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 情報管理課 情報管理係 内線2279 47－1813 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２１日 庁議提出案件           資料No. ４  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             総務部長 氏名 前原 郁  内線（TEL）２３００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市行政手続条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

デジタル技術の進展に伴い、国はアナログ規制の改革を進めています。その一環で「デ

ジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一

部を改正する法律（令和５年法律第６３号）」が制定され、その中で、行政手続法の一部

改正が行われました。その内容は、聴聞等の通知の公示送達の方法について、特定の場所

において書面で掲示することとしていたものを省令に定める方法（インターネット等）に

より閲覧できるようにすることを基本とすることとなりました。 

  行政手続法は、市の処分等の手続きに適用はされませんが、自治体は、行政運営の公正

性の確保・透明性の向上を図るため必要な措置を講じていくとする同法の規定により、太

田市行政手続条例についても同様の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１．改正内容 

聴聞等の通知の公示送達の方法について、市の掲示場に掲示する方法を規則に定める

方法（インターネット等）により不特定多数の者が閲覧できるようにするとともに、市

の掲示場に掲示するか、事務所に閲覧用画面を設置する方法に、改正を行います。 

 

２．施行日 令和８年５月２１日 

 

３．その他 

令和８年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 総務部 総務課 法制係 内線２３１４ ４７－１８１５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２１日 庁議提出案件 資料No.５
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議後 】

文化スポーツ部長 氏名 武藤 光幸 内線３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

【 目 的 】

年額で定めているスポーツ推進委員の報酬について、活動日数に応じて支給する日額方式に

変更し実際の活動実態に応じた公平な報酬体系にすることを目的として、条例の一部改正を行

うものです。

【 概 要 】

１ 主な改正内容

２ 施行期日 令和８年４月１日

３ その他 令和８年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ係 外線６０－４１２３

職員の区分

改正後（案） 改正前

年・月・日額の

別
報酬の額

年・月・日額の

別
報酬の額

スポーツ推進委員 日額 4,000円 年額 72,000円



 １月 ２１日 庁議提出案件           資料No.６  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            福祉こども部長 氏名 富田 智幸  内線 ２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市保育士修学資金貸付条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

市内の保育所等の保育士不足を解消し、保育の質の向上及び潜在的待機児童の解消を図る

ことを目的として、平成２９年４月より開始した事業であり、令和８年３月３１日までの時

限措置としている。 

保育人材の確保は恒常的な課題であり、また、質の高い保育サービスを安定的に提供する

ため、保育士を志す者の修学段階からの支援を継続する必要があるため、失効期限の延長を

行うものです。 

 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

・附則第２項（条例の失効） 

  令和８年３月３１日を令和１１年３月３１日に延長する。 

 

２ 施行期日  令和８年３月３１日 

 

 ３ その他   令和８年３月定例会に議案を提出予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 入園児童係 内線3138 47－1943 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２１日 庁議提出案件            資料No.７  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              福祉こども部長 氏名 富田 智幸  内線（TEL）２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て 

 

 

【 目 的 】 

  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和７年内

閣府令第 ９６ 号。以下「改正府令」という。）が公布され、令和８年４月１日から施行さ

れることにより、改正府令を引用する当該条例において所要の改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 主な改正内容 

  （第２３条の２ 設備及び職員の基準の特例）を新設 

    へき地保育（特例保育）を行う事業者が、当該へき地保育を行う事業所において一般

型乳児等通園支援事業を行う場合に、一般型乳児等通園支援事業について設定している

設備（居室の面積等）及び職員（職員配置）の基準を適用しない特例措置を定めるもの

です。 

 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

３ その他 

令和８年３月定例会に議案を提出予定です。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 施設管理係 内線3131 47－1830 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２１日 庁議提出案件            資料No.８ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              福祉こども部長 氏名 富田 智幸  内線（TEL）２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

 

 

【 目 的 】 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）については、令和８年度から子ども・子育

て支援法において「乳児等のための支援給付」として、新たな給付制度が全自治体で開始さ

れます。 

給付費の支給に係る乳児等通園支援事業として確認するためには、その運営の基準につい

て、条例で基準を定めなければならないこととされております。 

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第９５号）が公布された

ことにより、条例の制定を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 制定内容 

    内閣府令で定める基準に従い、又は参酌して条例を定めます。 

    主な内容は「利用定員」「面談」「運営規程」に関する基準を定めるものです。 

 

２ 施行期日 

    令和８年４月１日 

 

３ その他 

    令和８年３月定例会に議案を提出予定です。 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先 福祉こども部 こども課 施設管理係 内線3131 47－1830 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２１日 庁議提出案件 資料No.９
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大沢 英利 内線（TEL）３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市保健センター条例の一部改正について

【 目 的 】

藪塚本町地区の公共施設再編により、現在の藪塚本町保健センターが令和８年３月３１日

をもって閉鎖することに伴い、条例の一部を改正するものです。

【 概 要 】

１ 改正内容

第２条の表 藪塚本町保健センターの項を削ります。

２ 施行日

令和８年４月１日

３ その他

令和８年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 健康づくり課 管理係 外線４６－５１１５



 １月２１日　庁議提出案件 　　　　　　　　　　　　資料No.10　　  
●内　容　【　1.協議事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　都市政策部長　氏名　田村　克弘 　 内線（TEL）２８００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

　　市道路線の廃止及び認定について 

 

 

【 目 的 】 

　　民間開発等に伴う市道路線の廃止及び認定について、道路法（昭和２７年法律１８０号） 

　第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、議会の議決を求めることを報告するもので 

　す。 

 

 

【 概 要 】 

１　路線内訳（路線名、路線延長） 

　　　　廃止路線　２級７２号線　ほか３路線　延長２，０１３.１ｍ 

　　　　認定路線　太田飯塚町１４９５号線　ほか７路線　延長１，４０３.５ｍ 

 

２　その他　 

令和８年３月定例会に議案提出予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　都市政策部 道路整備課 路政係　内線２７１２　４７－１８３５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２１日 庁議提出案件 資料No.１１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防長 氏名 小島 一也 （TEL）33-0202

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市火災予防条例の一部改正について

【 目 的 】

１ 近年のサウナブームを背景に、屋外のテント等のサウナ室に設置されている消費熱量の

小さい簡易的なサウナ設備が増加していることから、安全性の検証結果を踏まえ、総務省

令（対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令（平成14年総務省令第24号））及び消防庁告示（対象火気

設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成14年消防庁告示第１号））の一

部が改正されたことに伴い、太田市火災予防条例の当該部分について、所要の改正を行う

ものです。

２ 大規模地震において電気が起因する火災が多く発生しており、地震時の電気火災リスク

を軽減するため電気を自動で遮断する「感震ブレーカー」の普及促進が必要であることか

ら、太田市火災予防条例の当該部分について、所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 簡易サウナ設備に関する事項

簡易サウナ設備（屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備）につい

て、従来のサウナ設備（一般サウナ設備）と区分し、規制を緩和するもの

○ 簡易サウナ設備の定義

①「テント型サウナ」又は「バレル型サウナ」に設ける放熱設備

② 屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力６キロワット以下のもの

③「薪」又は「電気」を熱源とするもの

○ 改正（規制緩和）内容

① 簡易サウナ設備の離隔距離は、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離又は当該

可燃物が引火しない距離のいずれかでよいこととする（従来はいずれか長い距離）

② サウナ設備には、温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができ

る手動及び自動の装置を設けることが必要だが、簡易サウナ設備で薪を熱源とするも

のにあっては、消火器を設置することでよいこととする

○ 設置の届出

・個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出を要することとする

２ 感震ブレーカーに関する事項

住宅における火災の予防を一層推進するため、その普及促進を図る対象機器に「感震

ブレーカー」を加えること（火災予防条例第29条の７（住宅における火災の予防の推進）

に「感震ブレーカー」を追加）。



３ 施行期日 令和８年３月３１日

４ その他 令和８年３月定例会に議案を提出します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 消防本部 予防課 予防調査係 内線 2410 33-0202 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２１日 庁議提出案件                  資料No.１   

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】 

 

                   企画部長 氏名 中村 友精  内線（TEL）２２００ 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】  

令和８年度組織機構について 

 

【 目 的 】 

令和８年度に向けた組織機構の見直しについて報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 基本的な考え方 

      第３次太田市総合計画に定める将来都市像「みんなの笑顔がすぐそばにあるまち 

おおた」及び政策ビジョン「未来型産業都市」の実現に向け、多様化・複雑化する行

政課題に適切に対応するため、限られた経営資源を有効に活用する効率的・合理的な

組織体制とすることを基本とする。 

２ 主な組織改正の内容 

⑴ 経営資源の最適化を図る組織体制の整備  

・経営資源の最適化により、未来に誇れる持続可能なまちづくりを戦略的に推進するた

め、「企画部」を「おおた未来戦略部」に改称する。 

・市民ニーズ及び地域課題を的確に把握し、施策の有効性と効率性を高めるため、企

画政策課に「マーケティング戦略室」を新設する。 

・「行革推進課」を「行政マネジメント課」に改め、「行政マネジメント係」と新設す

る「資産マネジメント係」の２係体制とし、全庁的な事務事業の見直しや人員配置

の効率化、公共施設再編等により経営資源の最適化に集中的に取り組む体制を構築

する。 

⑵ デジタルシフトを加速化する組織体制の構築  

・デジタル施策の強化による市民サービスの質の向上や事務事業の効率化、デジタル

人材育成等を迅速に進めるため、「デジタル戦略部」を新設し、当該部内に「デジタ

ル戦略課」と「情報システム課」の２課を置く。 

⑶ 快適な地域モビリティを推進する組織体制の整備 

・交通に関する地域課題を踏まえ、自家用車に過度に依存しない快適な地域モビリテ

ィ（多様な移動手段・サービス）の企画及び推進に取り組むため、「交通対策課」を

「地域モビリティ戦略課」に改め、「交通企画係」を新設する。 

⑷ ミライにつながる産業振興に資する組織体制の整備  

・企業の研究開発や創業支援、産学官金労連携や企業誘致等を推進するため、「産業政



策課」を「産業ミライ推進課」に、「工業振興係」を「産業イノベーション係」に改

めるほか、人員配置の強化を図る。 

・新たなにぎわいの創出のため、「観光交流課」を「観光プロモーション課」に改め、

「観光振興係」と新設する「観光企画係」の２係体制とし、観光施策の強化に取り組

む。 

３ その他の組織改正の内容 

  付属資料「令和８年度組織改正の概要」のとおり 

４ 組織の比較 
令和７年度 令和８年度 比較 

部 課 係 部 課 係 部 課 係 

15 90 244 16 92 253 +1 +2 ＋9 

組織数は、市長部局のほか、教育委員会、消防本部、議会、行政委員会を含み、一部事務組合を除く。 

【 備 考 】 

問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線2244 47-1811 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



１月２１日 庁議提出案件                  資料No.２   

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                   企画部長 氏名 中村 友精  内線（TEL）２２００ 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  令和７年度版 太田市の公共施設の現状について 

【 目 的 】 

太田市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の保有量や利用状況、コスト等を整理

し、市民と情報共有を図るとともに、市民サービスの充実と公共施設の全体最適について継

続的な見直しを行うため、「太田市の公共施設の現状」を作成し、公表するものです。 

【 概 要 】 

１ 内容 

（１）進捗管理 

①品質（長寿命化対策等）に関する取組み（別添 付属資料２～４ページ） 

②総量（規模適正化）に関する取組み（別添 付属資料５～８ページ） 

○公共施設の保有状況                                                     (㎡) 

平成２６年度 令和５年度 令和６年度   

(基準年度)   基準年度比 前年度比 

859,208 860,514 853,991 ▲ 5,217 ▲ 6,523 

（２）主な市民利用施設(１２５施設)の運営状況等 

①見直しの実績及び将来方針（別添 付属資料９～１０ページ） 

②令和６年度の利用状況やコスト、簡易評価等（別添 付属資料１１ページ～） 

２ 今後の予定  

   総務企画委員会協議会へ報告、資料配付。 

太田市ホームページへ掲載し、市民へ公表。 

 

 

 

【 備 考 】 

 ＊問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線2244 

 



 １ 月 ２１ 日 庁議提出案件           資料No.３ 

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              地域振興部長 柳 勝  内線３５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

「おおたタウンミーティング ～新年度予算と太田の未来～」について 

 

【 目 的 】 

  昨年度まで開催していた「新年度予算のあらまし地区懇談会」のタイトルを「おおたタウ

ンミーティング ～新年度予算と太田の未来～」に変更して開催します。市長から来年度主要

事業などの説明を視覚的にわかりやすく市民に説明を行うとともに、市長と市民との対話を

通して、今後の太田市の未来について市民とともに考える機会とします。 

 

【 概 要 】 

１．日程及び会場 

日程（令和８年） 時間（概ね１時間） 会場 連絡先 

３月１８日（水） １８時～ 木崎行政センター 0276-56-1053 

３月１９日（木） １８時～ 尾島生涯学習センター 0276-52-8862 ※ 

３月２１日（土） １０時～ 休泊行政センター 0276-49-0201 

３月２１日（土） １３時３０分～ 韮川行政センター 0276-48-6853 

３月２１日（土） １６時３０分～ 太田行政センター 0276-22-2603 

３月２２日（日） １０時～ 生品行政センター 0276-57-1055 

３月２２日（日） １３時３０分～ 綿打行政センター 0276-57-1041 

３月２３日（月） １８時～ 毛里田行政センター 0276-37-1059 

３月２４日（火） １８時～ 強戸行政センター 0276-37-4979 

３月２５日（水） １８時～ 鳥之郷行政センター 0276-32-6854 

３月２６日（木） １８時～ 沢野行政センター 0276-38-4281 

３月２７日（金） １８時～ 九合行政センター 0276-45-6978 

３月２８日（土） １０時～ 藪塚本町中央公民館 0277-78-5411 

３月２８日（土） １６時００分～ 宝泉行政センター 0276-32-2688 

※尾島生涯学習センターの連絡先は尾島行政センターとなります。 

 

２．参加者   地区住民を中心とした自由参加で、事前申し込みの必要はありません。 

３．周知方法  広報おおた（３月１日号）、市HP、SNS、 

        プレスリリース、区長・区長代理に案内（２月開催の区長会）、 

行政センターだより（２月号）、ポスター掲示。 

４．その他   YouTubeにて、開催期間中のPR動画の配信と全日程終了後に開催内容の配信

を今年度より実施。 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 地域振興部 地域総務課 地域コミュニティ係 内線3612 直通47-1923 



１月２１日 庁議提出案件 資料No.4
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

産業環境部長 氏名 笠原 淳一 内線２６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和７年度環境白書について

【 目 的 】

「太田市環境基本条例」第２２条に基づき、本市における環境の状況及び環境の保全等に

関して講じた施策をまとめた「環境白書」を作成したので報告するものです。

【 概 要 】

１ 主な実績

※ 温室効果ガス排出量は、国、県などの最新の公表値から太田市の世帯数や工業出荷額な

どの按分により計算するため、令和４年度実績値になります。

２ その他の掲載内容

・第２次太田市環境基本計画に基づく各取り組みについての進捗状況

・環境基準に係る測定結果の詳細

【 備 考 】

問い合わせ先 産業環境部 環境対策課 環境保全係 内線2622 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1893

項 目 令和６年度目標値 令和６年度実績値 目標達成

①市域の温室効果ガス排出量 191.3 万t-CO2 ※ 190.4 万t-CO2 ○

②市の事務事業からの温室効果

ガス排出量
22,201 t-CO2 15,760 t-CO2 ○

③ごみ年間排出量 77,995 t 76,743 t ○

④市民１人１日当たりのごみ

排出量
993 g 944 g ○

⑤公害防止対策の推進に係る

環境基準の達成割合
100 % 75.0 % ×



　１月　２１日　庁議提出案件　　　　　 　　　　　　資料No.５  
●内　容　【 3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　1.庁議後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　 産業環境部長　氏名　笠原　淳一　 内線２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】の令和６年度実績について 

 

【 目 的 】 

2024年度（令和６年度）の太田市役所の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量削減実績等

について報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１　2024年度（令和６年度）の温室効果ガス排出量削減実績 

　　基準年度：2013年度（平成２５年度） 

　　　目標：基準年度比で ２６．０％ の削減 

　　　実績：基準年度比で ４７．５％(１４，２４２ t-CO2) の削減 

 

＜参考＞削減実績の推移（基準年度比） 

 

 

２　今後の予定 

　　庁議終了後、別添の2024年度（令和６年度）実績報告をホームページで公表します。 

 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　産業環境部　脱炭素推進室　企画係　内線 2661　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 47-1953 

 

年度

基準年度 

2013 

（H25）

2020 

（R2）

2021 

（R3）

2022 

（R4）

2023 

（R5）

2024 

（R6）

 
削減目標 - 6.0％ 7.5％ 18.0％ 22.0％ 26.0％

 
削減実績 - 13.8％ 17.9％ 28.6％ 33.9％ 47.5％

 排出量 
（t-CO2）

30,002 25,854 24,622 21,419 19,842 15,760

 削減量 
（t-CO2）

- 4,148 5,380 8,583 10,160 14,242


